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Ａ. 研究目的 

本研究班で開発された外部評価項目では、評価

項目の全体のうち、保育所等訪問支援事業および

盲ろう難聴児支援事業所に関する評価項目は、項

目数が限られていることと評価内容を十分に反

映できているかどうかが課題となっていた。 

そこで、本分担班では、今後の外部評価の検討

と実施に向けて、保育所等訪問支援事業および盲

ろう難聴児支援事業所を対象に、事業の特徴に合

わせた評価項目および評価ポイントに関してヒ

アリング調査を行った。

この結果をもとに、今後、保育所等訪問支援事

【研究要旨】

 本研究では、保育所等訪問支援事業および盲ろう難聴児支援事業所における障害児支援のた

めのサービスに関して、適切な外部評価が実施できるよう評価範囲や内容を提案することを目

的として、保育所等訪問支援事業および盲ろう難聴児支援事業所を対象に、事業の特徴に合わ

せた評価項目および評価の着眼点に関してヒアリング調査を行った。保育所等訪問支援項目に

ついては、地域の福祉サービスや地域ニーズが異なる 4 つの地域において、保育所等訪問支援

を実施している４事業所をヒアリング対象とし、保育所等訪問支援事業の実施特徴、および課

題について検討した。「適切な経験のある支援者」に関する項目の評価の着眼点として、発達

や障害特性を理解し専門性のある支援者であるとともに、訪問先である保育園や幼稚園、小学

校の「保育・教育文化」を十分理解し、一方的に専門知見を押し付けることなく、調整役やコ

ンサルテーションの能力をもった支援者であるべきことを追加する必要があることが指摘され

た。また、「訪問前の十分な連絡と調整の実施」に関する項目について、実際の実践において

は、それよりも以前に、「地域の保育園・小学校への本事業の理解啓発」のために、丁寧に時

間をかけて周知することがかなり重要であることが示唆された。盲ろう項目については、調査

対象 3 か所における盲ろう難聴児支援事業所に対して、実際に外部評価を行った評価者と被評

価者に、実施した外部評価について盲ろう難聴児支援項目及び着眼点について項目の妥当性や

気づきについてヒアリングした。また、盲ろう難聴児支援関係者のエクスパートレビューか

ら、「生活支援を可視化すること」、「人工内耳手術後の総合的支援」等含めた方がよいこと

が確認された。
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業および盲ろう難聴児支援事業所における障害

児支援のためのサービスに関しても、適切な外部

評価が実施できるよう評価範囲や内容を提案す

ることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

(1)保育所等訪問支援事業の外部評価と事業所ヒ

アリング 

 保育所等訪問事業については、事業開始当初よ

り実施事業所が増えてきてはいるが、地域によっ

て実施事業所が多い地域やほとんど実施されて

いない地域など、実施事業所数に大きな違いがあ

り、事業内容については地域や事業所ごとに経験

や実施内容に差異があることが指摘されている。 

また、本研究班の本体の外部評価を実施した際

にも、積極的に保育所等訪問支援事業を活用して

いる事業所もある一方で、保育所等訪問支援事業

の実施方法等に課題が多いため、本来の保育所等

訪問事業の内容を意図して実施していない事業

所もあることがわかった。 

そこで、本分担班では、地域の福祉サービスや

地域ニーズが異なる 4つの地域において、保育所

等訪問支援を実施している４事業所をヒアリン

グ対象とし、保育所等訪問支援事業の実施特徴、

および課題について明らかにすることとした。 

対象 4事業所を表１に示した。 

表 1．保育所等訪問支援事業のヒアリング対象事業所 

 

(2)盲ろう難聴児支援の外部評価と事業所ヒアリ

ング 

本研究班で開発された外部評価方法を用いて、

主に盲ろう難聴児支援事業所において外部評価

を実施した。被評価事業所は、主に盲ろう難聴児

支援を行っている福祉型障害児入所施設、児童発

達支援事業所、児童発達支援センターとする。全

国で主に盲ろう難聴児支援を行っている事業所

は少ない。そこで、全国盲ろう難聴児施設協議会

の協力を得て、３事業所で外部評価を行なった。 

次に、実際に外部評価を行った評価者と被評価者

に、実施した外部評価について盲ろう難聴児支援

項目及び着眼点について項目の妥当性や気づき

についてヒアリングした。最後に、エキスパート

レビューによる評価項目の妥当性の検討を行な

った。 

 

研究倫理 本調査は、大正大学研究倫理委員会の

承認を得て実施した（認証番号：第 18—032）。評

価協力機関には、書面と口頭で説明し、書面で同意

を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

１．保育所等訪問支援事業の実施の経過と特徴 

 調査対象４か所における保育所等訪問支援事

業に関するヒアリング内容の概要を以下にまと

めた。事業を開始した経過、現在の課題、今後

の展開の可能性等についてそれぞれの事業所に

合わせてヒアリングした。 

 

（１）設置法人の経営基盤と保育所等訪問事業

へのバックアップ体制 

 保育所等訪問支援事業は、人件費や運営費の

補助が不足することが多く、単独事業として実

施するには経営的に厳しさがあることが指摘さ
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れてきている。多くの法人は担当スタッフや運

営補助をバックアップしながら実施してきてい

る。 

その意味で、法人自体の経営基盤がどの程度で

あるのか、また、法人において保育所等訪問支

援事業を児童発達支援サービスとしてどのよう

に位置づけしているのかを確認しておくこと

は、事前的に必要な事項であると考えた。 

Ａ事業所は古くから継続してきている大規模

法人のため、人材等の調整などのバックアップ

を受けながら実施できている。しかしＣ事業所

のように、最近増えてきている小規模の児童発

達支援事業所では、常勤支援者が数名であるこ

とが多い。保育所等訪問支援事業の意義や役割

はよく理解しているが、やればやるほどむしろ

訪問園からの相談や実務が増えてくるため、事

業開始当初よりも保育所等訪問支援事業を減ら

したという。 

一方で、Ｂ事業所は、小規模法人ながら地域

の中で小回りが利く支援体制を取ってきたた

め、保育所等訪問支援事業が制度化される以前

から、保護者のニーズに対応して園訪問や相談

支援を進めてきた。むしろ、保育所等訪問支援

事業が制度化されたことをきっかけに、保育園

や幼稚園、小学校における障害理解や「地域の

ユニバーサルデザイン」の推進に積極的に活用

し展開していった例である。 

保育所等訪問支援事業の外部評価にあたって

は、「実施している」「実施していない」の前

に「実施できている背景」としての分析や評価

も加味したい。 

 

【Ａ事業所】 

本法人は、社会福祉法人であり、Ａ県全域に

おいて知的障害者成人施設や就労支援事業所を

広く実施してきている。障害児者支援において

長い実績と基盤を有し、支援者数や専門的人材

も比較的多い。地域における信頼も厚く保護者

からの期待も大きく、自治体との連携や児童発

達支援サービスの委託も円滑に行ってきた。 

法人全体が地域志向であり多機能で複数の事

業を実施していることもあり、保育所等訪問事

業を地域サービスとして大事な事業として位置

づけてきている。実施においても人材や費用な

どのバックアップがあり、運営的にも比較的安

定していた。 

 

【Ｂ事業所】 

ＮＰＯ法人であり、小規模な生活介護を行っ

て入るが、大規模法人のような経営基盤や人材

数も限りがある。しかし、保育所等訪問支援事

業を立ち上げたきっかけがもともと、地域の巡

回相談が機能していないと感じていたときであ

り、こんな制度が欲しいと思ったところだっ

た。相談員をしている中で、お母さんたちの困

っている様子をよく見ていた。保育所等訪問支

援事業が出来たので、これを地域支援の武器に

して地域展開してきた。法人全体が保育所等訪

問支援事業の重要さと効果を理解してバックア

ップしてくれている。 

 

【Ｃ事業所】 

ＮＰＯ法人である。2年前に小規模な児童発達

支援を 2 か所開始した。それぞれの事業所長が

言語聴覚士、理学療法士であり、専門的な個別

療育をコアにして地域で展開してきている。小

規模であり経営的に厳しい。保育所等訪問支援

事業の意義や役割はよく理解しているが、時間

と手間と人材をそこまでかけられない状況にあ

る。事業開始当初は、保護者のニーズに合わせ

て実施してきたが、現在ではほかの理由もあ
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り、積極的には実施してきていない。やればや

るほど、園等からのニーズや依存度が高くな

り、訪問や相談実務も多くなってきて、本体事

業に支障が出てきた経過がある。本法人の利用

者に合わせて最低限実施してきている状況だと

思う。 

 

（２）本事業の周知について 

保育所等訪問支援事業は、制度化当初よりも

実施事業所数や実施件数は増加傾向にありなが

らも、地域ニーズに対してまだ実施成果が少な

い。その理由としては、利用者側である保護者

や保育園、幼稚園、小学校等が制度自体を知ら

ない、何ができる制度なのか知らない、という

指摘がある。 

 そのため、保育所等訪問支援を行う事業所は

まずは地域に制度や効果を周知していくことが

必要となってきている。 

 Ａ事業所は、中核指定都市Ａ市にあり、自治

体が独自にある程度の周知の取り組みをしてい

るため、Ａ事業所自体が積極的に保育所等訪問

支援事業の周知実践をしてきているということ

ではなかった。 

 

【Ａ事業所】 

Ａ市は比較的児童発達支援サービスを進めて

いる地域であり、市が独自に周知などの広報を

行ってきている。そのため、本事業所では周辺

の地域の保育所等に積極的に周知をしてはして

きていない。本法人の療育を利用する保護者に

は研修等で知らせている。 

 

 しかし、Ｂ事業所は、地方都市であるＢ市に

児童発達サービスがほとんどないか、有効に機

能していないために、むしろＢ事業所独自で保

育所等訪問支援事業の周知実践をかなり積極的

に実施した経過がある。 

 

【Ｂ事業所】 

保育所等訪問支援事業を立ち上げたきっかけ

が、地域の巡回相談が機能していないと感じて

いたところであったので、保育所等訪問支援事

業を利用してむしろ地域に積極的に乗り出した

経過がある。 

当初、相談員をしている中で、お母さんたち

の困っている様子をよく見ていた。こんな制度

が欲しいと思ったところに、保育所等訪問支援

事業が出来たので、平成２５年から実施した。

もともと、発達支援アドバイザー研修を二年半

くらいしていた。Ｂ市の発達障害児支援を底上

げしていく必要性を感じていた。そのため、保

育所等訪問支援事業を行い、地域全体の人に、

発達障害を知ってもらう必要があると思った。

初年度の訪問件数は５０数件。初年度は、事業

所長自らが支援員となり、現場に行くことが多

かった。 

保育所等訪問支援事業を行う前には、この事

業の内容や効果を地域の方に知ってもらう必要

があっため、まずは園長会・校長会に出向き、

説明をすることを大事にした。現場の保育士や

教員は理解してくれるが、組織として受け入れ

てもらわないと進まない。園長会や校長会への

出席依頼は戦略的にしていった。初年度は、１

か所につき３回くらい説明に行った。丁寧に説

明した。 

園長会や校長会には積極的に出向き、制度の

説明をし、「先生たちのため」「スムーズな支

援移行」などを訴えた。こうした機会をとらえ

てまず１か所に行って伝えると、そのわかりや

すさや効果がわかり、評判がよくなる。そうす

ると、校長同士で口コミが広がり、次からは説

明しなくても受け入れてくれるようになった。

- 79 -



今では、断られることはない。最近では保育士

などにミニ講義などをすることも増え来た。 

事業当初は、初めて訪問する施設には、支援

員と事業所長が同行し、制度の説明から行って

いたが、次からは行かなくても大丈夫になっ

た。 

今では保育園から保育所等訪問支援事業をして

ほしいと、声が上がることもある。保育所側

は、巡回相談・保育所等・相談支援などの違い

が判らないので、丁寧に説明する。 

 

一方で、保育所等訪問支援事業の意義や役割

をよく理解しながらも、受ける側の体制が整わ

ないと、周知すればするほど訪問園等からのニ

ーズや依存度が高くなり、本体事業にしわ寄せ

がきてしまう。事業所としては事業遂行の専門

的な能力がありながらも、保育所等訪問支援に

消極的になる場合も出てくる。外部評価にはな

かなか組み込めない側面であるが、保育所等訪

問支援が進みにくい背景を理解しておくことも

必要であると考える。 

 

【Ｃ事業所】 

学校も保育士も制度を知らない。職種（ＰＴ

／ＯＴ／ＳＴ／心理）も知らないことが多い。

「うちは、（保育所等訪問支援事業の）対象で

はないから」と答えられることもあった。 

事業開始当初は、近隣の保育園や幼稚園に制

度を理解してもらうための研修会を開いたり、

園長へ説明に出向くことも行った。 

しかし、保育所等訪問支援事業を実施する中

で、やればやるほど、園等からのニーズや依存

度が高くなり、訪問や相談実務も多くなってき

て、本体事業に支障が出てきた経過があり、今

では近隣の周知はほとんどしていない。本法人

の利用者や保護者のニーズに合わせて最低限実

施している状況である。事業を実施できる体制

にしないと周知するのは難しい。 

 

周知という視点から以下のような事例もあっ

た。 

 

【Ｄ事業所】 

社会福祉法人であり、地域で古くから保育所を

２か所運営してきた。インクルーシブ保育を積

極的に実践してきた中で、児童発達支援事業所

を立ち上げた。周囲の保育園や幼稚園ととも

に、保育所等訪問支援を活用してより専門性の

あるインクルーシブ保育実践を推進しようとし

て管轄の県に申請したが、県の担当者の段階で

事業推進の理解が得られなかった。何度も説明

したが手続きが進まず保育所等訪問支援の実施

は今のところ断念している。 

 

（３）事業所における保育所等訪問事業の実施

経過と実態 

①保育所等訪問支援事業の担当者 

 保育所等訪問支援の実際の担当者は、発達や

障害特性に関する専門性が求められるととも

に、訪問先の実践に関しても十分な理解が必要

となる。一方的な情報提供や指導の姿勢でな

く、共同して保育実践を作り上げる姿勢やその

ためのコミュニケーションスキル、コンサルテ

ーション能力が事業の効果に影響する。 

 

【Ａ事業所】 

Ａ事業所の児童発達支援の主任を担当する保

育士が、保育所等訪問支援事業を兼務して実施

している。 

本担当者は、幼稚園にて１０年以上勤務した

経験のある幼稚園教諭であり、その後、Ａ事業
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所での療育担当として勤務した。療育経験があ

ることとともに、保育現場の困り感や保育士の

ニーズが理解できることが保育所等訪問支援事

業を担当するうえで、効果的である。療育や児

童発達支援の経験だけしかない担当者では、保

育所等の実情などが理解できないことも多く、

難しさがあるではないかと思う。 

現在、担当者は療育と兼任しているため、保

育所等への訪問も週 1 回の午後の時間にしか行

けない実情があり、訪問先施設に調整してもら

い実施している。 

 

【Ｂ事業所】 

配置職員は、専従でやっている。兼担ではで

きない業務であると考えている。２名。一人は

言語聴覚士（ST）であり、週３～４日非常勤。

専門性としては、教育学部卒、特別支援学校教

員免許ももっている。近隣のクリニックで、500

人以上の子どもの療育を外来で行っていたので

経験豊かである。主に、小学校における保育所

等訪問支援を対応している。 

もう一人は保育士であり、非常勤。保育園で

勤務後、児童発達支援施設で勤務した経験があ

る。1 年間は専従職員に同行して研修し、今は一

人で行く。主に保育園や幼稚園での保育所等訪

問支援を対応している。来年は常勤勤務しても

らう予定である。 

人件費としては負担が増えるが、専従にする

しかなかった。訪問施設側（保育園、幼稚園、

小学校等）の文化（共通言語）がわかる支援員

でないと務まらない。保育所等は保育士、小学

校は教員経験者が担当することで文化が埋ま

る。適材適所が必要だと思う。 

 

【Ｃ事業所】 

 事業所長である言語聴覚士が、ひとりで担当

している。園から研修の依頼があれば出向く

が、保育所等訪問支援で訪問すると、園からの

要望がどんどん増えてしまい対応しきれなくな

ってしまった。保育所等訪問支援では、個別給

付なので子どもの発達支援を中心に行うが、も

ともとの保育実践が適切でないと個別支援の成

果が生きてこない。保育実践の改善のために

は、担当保育士や園長とも相談し検討すること

になるが、こちらの意図（保育実践の改善等）

が伝わりにくく、難しさを感じている。わかり

やすく伝えているつもりではあるが、全部を任

せられてしまう負担感がある。 

結果として、最低限、保育者が今目の前で抱

えている「子どもに関する困り感」「対応方法

の改善」には対応していくが、それ以上に保育

実践をともに考えていく段階まではいけない。

そのために、保育所等訪問支援の件数自体も少

なくなった。今は、どう改善していけばいいか

まだ悩みが大きい。 

 

②保育所等訪問支援事業の運営状況 

実施件数や内容は以下のようであった。Ｂ事業

所は、当初からＢ市全体のユニバーサルデザイ

ン化を目指しており、市内の全部の保育園や小

学校に関わることが目標であった。 

 

【Ａ事業所】 

実施件数の概数は、平成２９年度 １０件程

度、平成３０年度 １０件程度であった。平成

２５年度から保育所等訪問支援事業を開始し

た。開始当初の平成２５年度、実施対象であっ

た１１件のうち３分の１程度は、実施を相談し

た保育所・幼稚園側に断られることもあった

が、現在では事前準備や事前相談を工夫してい

ることもあり、保育所等から断られることはな

くなった。 
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 訪問頻度は厚労省の推奨している２週間に１

回、１回の訪問時間は１時間半を目安にしてい

るが、柔軟に対応するようにしている。 

 

【Ｂ事業所】 

年間件数はかなり多い。2か所の事業所合わせ

て年間延べ合計で 140 件になる年もある。 

Ｂ市内のほとんど全部の保育園と幼稚園、小学

校で実施している。今は、Ｊ事業所は小学校１

７か所、Ｈ事業所は保育所２５か所を対象とし

ている。 

保育所等訪問支援事業だけでは、利益は出な

い。訪問は１日１か所が限界。１学期２回くら

いの頻度である。今は基本的に、地域の障害理

解の底上げを考えているので、このくらいで十

分な場合も多い。他の保育園と保育所等訪問支

援事業併設のところは、月２回とか、行くこと

もある。 

訪問件数が多いので、各先生方の情報もある。

そのため、今は、先生の特徴も把握している。 

 

【Ｃ事業所】 

保育所等訪問支援事業では、ニーズに合わせ

て、その分野の専門家を派遣している。例え

ば、コミュニケーションや集団適応などは、Ｓ

Ｔが行く、保育室で歩くなどの移動動作はＰＴ

が行くなど。 

保育所等訪問を断られることはあまりない。保

護者に協力してもらって事前に訪問先施設に電

話してもらったりしているので、受けてくれ

る。訪問回数は、必要な分を最低限で行く。支

援頻度は、内容に応じて週１の場合もあれば、

月１もある。地域の幼保園の状況は把握してい

る。 

 

 

③ 市の児童発達支援サービスの特徴と事業所

の運営課題 

 地域全体の保育所等訪問支援の実施において

は、自治体やほかの保育所等訪問支援の実施事

業所との連携が欠かせない。分担方法や情報交

換を適宜しているかどうかも問われてくる。地

域の実情との関係の中で、どのように保育所等

訪問支援を実施しているかについても評価の対

象になる。 

 

【Ａ事業所】 

Ａ県では現在、保育所等訪問支援事業を実施

している事業所は２０カ所ほどある。Ａ事業所

のあるＡ市では平成２５年２カ所であったが現

在は３カ所～数か所まで増えた。Ａ市は、巡回

相談などの支援もあるので、社会資源がある

分、保育所等訪問支援事業のみが独立して事業

ができるほどの利用数ではない。訪問先事業の

都合にも合わせながら出張するとなれば、１日

２件が限度である。本事業は事業の特徴とし

て、経験がありベテランの職員でないと支援が

難しいので、人件費を考えると事業としては赤

字になってしまう。 

同じＡ県にあるＢ市のＮＰＯ法人Ｂ事業所な

どは、Ｂ市に児童発達支援に関するほかの支援

があまりないので、保育所等訪問支援事業が活

発に活用されている。保育園幼稚園だけでな

く、小学校などにも訪問している。Ａ市では小

学校への訪問は実施されていない。地域での差

があるように感じる。 

 

【Ｂ事業所】 

市内には、３か所保育所等訪問支援事業があ

る。それぞれが近隣の園を分担しているが、Ｂ

事業所が市内全域のほとんどの園や小学校を担

当している。 
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Ｂ市は地域の巡回指導が機能していない。たぶ

ん、全国の地域では児童発達支援サービスの状

況が違うので、それに応じて保育所等訪問支援

の役割が異なると思う。 

 

【Ｃ事業所】 

Ｃ市内で保育所等訪問支援を行なっている事業

所はほとんどない。 

 

2．盲ろう難聴児に関する評価項目・着眼点 

(１)盲ろう難聴児項目の概要 

障害児支援では、肢体不自由児支援、知的障害

児支援、発達障害児支援、盲ろう難聴児支援、

重症心身障害児支援・医療的ケア児支援、重複

障害児支援といったように、障害種別により、

支援で必要な専門性の違いが大きい。この研究

班では、できるだけ障害種別ごとの項目は作ら

ず、共通項目で評価できるよう作成された。け

れども、障害特性に考慮しなければ評価できな

い項目がでてきたため、追加で評価項目の下に

着眼点として重症心身障害児項目、盲ろう難聴

児項目が設けられた。 

 

(２) 盲ろう難聴児支援項目及び着眼点について

項目の妥当性や気づきについてヒアリング 

調査対象 3か所における盲ろう難聴児支援事

業所に対して実際に外部評価を行った評価者と

被評価者に、実施した外部評価について盲ろう

難聴児支援項目及び着眼点について項目の妥当

性や気づきについてヒアリングし、結果を表 2

に示した。 

また、盲ろう難聴児支援関係者のエクスパート

レビューから、「生活支援を可視化するこ

と」、「人工内耳手術後の総合的支援」等含め

た方がよいことを確認した。 

 

Ｄ．考察 

1．保育所等訪問支援事業の外部評価に関する考察 

(１)外部評価項目 52の内容の再検討 

外部評価項目 52の内容を以下に示した。「適

切な経験のある支援者」とされているところに

対して、本ヒアリングの結果では、発達や障害

特性を理解し専門性のある支援者であるととも

に、訪問先である保育園や幼稚園、小学校の

「保育・教育文化」を十分理解し、一方的に専

門知見を押し付けることなく、調整役やコンサ

ルテーションの能力をもった支援者であるべき

であることが指摘された。適切な支援で経験の

ある支援者となにか、さらに深めて評価内容を

設定することも可能であろう。 

 

５２. 【保育所等訪問支援】事業所は、保育所

等訪問支援に、適切な経験のある支援者

を派遣している 

着眼点 

・保育所等訪問支援の有無 

・派遣する支援者の障害児支援経験年数（ ） 

解説 

保育所等訪問支援事業では事業所の訪問支援

員が保育所や学校に訪問して子どもを直接支援

するとともに、保育士や教員などの接し方や環

境調整の助言をする必要がある。そのために

は、事業所内で一定以上のスキルや経験のある

支援者を派遣する必要がある。支援者の選択を

適切に行っているかを確認する。 

 

(２)外部評価項目 53の内容の再検討 

外部評価項目 53の内容を以下に示した。 

保育所等訪問支援の実施においては、訪問前に

十分な連絡と調整を行うことは前提であるが、

実際の実践においては、それよりも以前に、
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「地域の保育園・小学校への本事業の理解啓

発」のために、丁寧に時間をかけて周知するこ

とがかなり重要であることがわかる。 

 基本的な地ならしや基盤整備をしながら、保

育所等訪問支援の実施内容を事前に相互に理解

していることや、その過程の中で顔と顔を合わ

せで信頼関係を築いていることがより高い効果

を生んでいる。訪問前に取りくみとして、地域

全体に本事業の周知の取り組みをしているかど

うかも、重要な評価内容になると考える。 

 

５３. 【保育所等訪問支援】支援者は、訪問前に

家族や保育所等との連絡と調整を行ってい

る 

着眼点 

・事前調整の有無 

・事前調整の内容（      ） 

解説 

保育所等訪問支援事業では、支援場面が保育所

や学校等の第三者であり、訪問の目的や支援の内

容などについて保育所や学校、保護者と事前の連

絡や調整を十分に行う必要がある。本事業の周知

度は必ずしも高くないため保育所や学校側が得ら

れない場合もあるが、そのような場合に事前に事

業の意義や機能を説明するなど必要な連絡や調整

を行っているかを確認する。 

 

2.盲ろう難聴児支援事業の外部評価に関する考察 

評価者と被評価者へのヒアリング及びエクスパ

ートレビューで得られた意見・視点を考察した結果、

盲ろう難聴児評価項目・着眼点を表３、に示すように

設定することを提案したい。また、盲ろう難聴児評価

項目・着眼点だけではなく、入所施設全般にかかる項

目として、表４で示した着眼点を追加することを提案

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 84 -



 

表 2．盲ろう難聴児に関する評価項目・着眼点に関するヒアリング結果 

 

  

評価項目 A　福祉型障害児入所施設 B　児童発達支援センター C 児童発達支援センター

A-2－2.
事業所は、定期的に支援者を対
象とした内部研修を実施し、OJT
を含んでいる

【評価者意見】
・新たなろう児が利用開始する度に、職員はろう体験を行うこ
とは必要だろうか。違和感を感じる項目である。
・新たな盲児・ろう児が入るたびに体験をするという文言は必
要ない
・視覚障害への支援に関する研修がどのようなものを指すか、
調べたうえで項目立てした方がよい。

【事業所意見】
・職員は聴力検査や補聴器のフィッティング、人工内耳の取り
扱いなど、聴覚を活用するための支援について、他職員と相談
し共に評価する体制がとれている。
・「新たなろう児が利用開始する度に」・・・表現が？
・サイン言語→手話
【評価者意見】
・職員がろう体験を新しく入る子どもごとに行う意味があるの
だろうか？Bは新人職員にはろう体験の研修を行っているが、
ろう児が入るごとには研修をしていない。
・ろう者と難聴者にも文化差がある。音声言語を習得できる人
と全くできない人で支援の仕方が異なる。ろう者と難聴者と支
援方法が異なるかもしれない。

【事業所意見】
・ろう体験は無理。健常者がろうを体験するということはでき
ない。外部の研修でバーチャル体験をしたが、ひどく酔う。デ
モの機材は高額すぎて採り入れられない。
・補聴器については研修でやる。補聴器の修正の仕方を学ぶ。
年3回補聴器屋さんが来てくれている。
【評価者意見】
・サイン言語を押し付けていいのだろうか。事業所や利用者に
よって文化や価値観が違うので、設問にいれてよいか疑問。

C-10子ども一人一人は、日常生
活での自立と適応状況が評価さ
れ、また自立と適応を促すため
の支援を受けている

【事業所意見】
・聴覚の管理について・・・年齢に応じて、自分のきこえ方や
補聴器の管理についての支援。
・自分かわからない時、困った時のヘルプの出し方の支援。
【評価者意見】
・B施設は環境の調整はしているが、ろう、難聴児は環境（設
定、変化）に不適応を起こすことはあまりない。むしろ、個々
の子どもの聞こえの状態を把握し、情報がしっかりとれる状態
なのかを把握していることが必要である。
・本項目では、補聴器、人工内耳の管理も入るのではないか。
物理的な環境調整だけではなく、ろう、難聴児は、聴覚や心身
の状態が変わる時があるので、医療との連携が必要。補聴器の
業者、医療との連携を継続的にしているか、管理 調整されて
いるかなどの評価が必要。

【評価者意見】
・平行通園や親子通園を採っている事業所はあくまで専門的支
援を提供することに限定されている。
・盲項目として：歩く子どもであれば目的の場所へのルートの
統一であったり、歩数等のことまで配慮されているか（E31と
も関係する）。
・親子通園なので、お手洗いや困ったことがあれば親御さんが
介助する状況であった。

C-18【入所項目・盲ろう】子ど
も一人ひとりは、生活を豊かに
することを目的とした多様な活
動体験をしている

E-31子どもの環境は、障害に応
じた整備がされており、また必
要な道具が準備されている

【評価者意見】
・本人の興味・関心、発達段階に合わせて音のなるおもちゃ、
視覚・触覚など感覚的に楽しめるおもちゃがあるなどの着眼点
が必要。
・通路に危険がないように整理されているかの観察が必要
（テーブルが倒れそうなところに立てかけられていないなど）
・この３つのことが本当に盲児支援で必要なのか、精査が必要
と感じた。

【事業所意見】
・音（音楽）が視覚的に楽しめるおもちゃ（光る・動くなど）
で楽しく遊ぶことが出来るように配慮されている。
・簡単な手話の表示や指文字表の掲示をする。
【評価者意見】
・B施設は様々な種類の音の鳴るおもちゃがある。楽器、音の
鳴る本など
・音を認識する発達段階に応じて、音に関する遊具があるかど
うかを視点を持つ必要がある。いろいろな音の種類に応じて楽
器や音の鳴るおもちゃがあるか。

【評価者意見】
・既存着眼点にある「椅子やテーブル、柱の角は丸くする」こ
とよりも、そこにあると言うことを確認できるかの指示がなさ
れていることの方が大切である。

E-32事業所は、それぞれの活動
エリアと活動の流れが子どもに
とってわかりやすいように明瞭
かされた支援環境となっている

・A施設は個人の居室、居間、食堂と分けられていたが、特に
わかりやすく工夫はされていなかった。

・「社会に出ればバリアだらけなので、施設の中もあえて何も
配慮していない」というバリアフリーについての施設の価値観
を知り、評価者としてどのように評価すればよいか悩んでし
まった。

【事業所意見】
・療育室などに部屋の名前が分かるように、写真や絵、文字で
表示する。
・園内での行動が分かりやすくなるように、写真や絵で表示す
る。
【評価者意見】
・B施設は共通スケジュールがある。
・靴を脱ぐ場所のテーピング、いすを並べる場所のテーピング
などが張ってあった。
・評価者として評価し辛い点はなく、追加もない。

【評価者意見】
・部屋の名前などかわいいイラストつきでわかりやすく掲げて
あった。

E-33子ども一人一人は、過剰な
感覚刺激に晒されないように、
環境上の配慮がされている

【評価者意見】
・入所施設であり、生活の場のため、様々な音が混じり合わな
いような環境設定は難しいように感じる。

【事業所意見】
・騒音や雑音を減らすための工夫（テニスボールの装着、カー
ペット、カーテン、消音壁など）。
【評価者意見】
・B施設の刺激はシンプル。視覚的にも統制されている（評価
者：有効なのかはわからない）。
・聴覚障害児も盲児同じことが言える。音が混在しているとわ
からない。「様々な音が混じり合わないような音環境が維持さ
れる配慮がある」の着眼点は必要である。

【評価者意見】
・C施設は、活動により部屋が分けられている。特に個人指導
のシーンでは防音室内で行われており、集中して子どもが課題
にとりくめるよう配慮されている。

E-36子ども一人一人は、自分が
理解できるように支援内容と方
法についての情報提供を受けて
いる

【評価者意見】
・A施設は、盲児に対して、職員は呼び掛けてから、肩や手に
触れ、次の行動を促していた。
→年齢に応じた対応が必要（知的理解・運動レベル）。

【事業所意見】
・活動する前に、視覚的手がかりを使って、活動の内容が分か
るように、伝える。（写真や絵で表示してあるプリントの配
布、絵カードでの説明、実演をするなど）。
【評価者意見】
・聴覚障害も必ず前から声をかける。触れながらも大事。注意
喚起をどうするかを考えて支援する必要がある。視線を合わせ
てというよりも本人が口元を見られるように配慮が必要であ
る。子供の背の高さとかに配慮する。

【評価者意見】
・C施設はの職員は口の動きや手話が子どもたちや親御さんに
見えるようにしていた。
・ジェスチャーや手話を多用しており、子どもたちが理解して
いるか、確認しながら丁寧に支援を行っていた。

新規項目
地震や火事などの緊急時を視覚
的に知らせ る工 夫（ 回転 灯な
ど）がある

【事業所意見】
・火事や地震などの状況が分かるような視覚的情報（絵カード
や紙芝居）を使って、日常的に避難訓練を行っている。

【評価者意見】
・見てすぐ評価できる項目で、評価しやすかった。
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表３．盲ろう難聴児支援項目・着眼点の修正提案 

 

評価項目 現在の盲ろう難聴児項目
（着眼点として）

修正の提案
＊加筆箇所は下線部分

【盲項目】
・新たな盲児が利用開始する度に、
職員は盲体験を行う
・職員は視覚障害への支援に関する
研修を受けている.

【盲項目】
・子どもの中で生活導線マップができるまでの間、手厚い支援を行う体制が整えられている
・職員は、視覚障害への支援に関する研修を受けている
・事業所内で、経験ある職員が新人職員へOJTを行う仕組みがある

【ろう項目】
・新たなろう児が利用開始する度
に、職員はろう体験を行う
・職員は聴覚障害への支援に関する
研修を受けている
・職員は必要なサイン言語を習得し
ている

【ろう項目】
・子どもの中で音声マップができるまでの間、職員は手厚い支援を行う体制が整えられている
・職員は聴力検査や補聴器のフィッティング、人工内耳の取り扱いなど、聴覚を活用するため
の支援について、研修を受ける等を行い、知見を深める体制がある
・職員は必要なサイン言語や手話を習得している
・様々なコミュニケーション方法（聴覚口話法、手話、聴覚による短感覚法、トータルコミュ
ニケーション、キュードスピーチ法など）を熟知し、子ども・家族と相談しながら使っている
・事業所内で、経験ある職員が新人職員へOJTを行う仕組みがある

C-10 子ども一人一人は、
日常生活での自立と
適応状況が評価さ
れ、また自立と適応
を促すための支援を
受けている

【ろう項目】
・遊びを含む日常生活のスキルの成
り立ちと手順を視覚的に確認しつつ
学んでいける配慮や工夫が為されて
いる

【ろう項目】
・補聴器の業者や医療関係者との連携を継続的に行い、子どもの年齢や聞こえ、心身の状態の
変化に合わせ、補聴器や人工内耳の管理、調整を行っている
・人工内耳の子どもが、日々の生活の中で人工内耳を使いこなせるような支援が行われている
【盲ろう共通項目】
・自分がわからない時、困った時のヘルプの出し方の支援が行われている

C-18 【入所項目・盲ろ
う】
子ども一人ひとり
は、生活を豊かにす
ることを目的とした
多様な活動体験をし
ている

【盲項目】
・主体的かつ安全に周囲の探索がで
きる環境が提供される機会や場所が
ある
・聴覚・触覚・運動感覚等による環
境把握が養われる活動場面が設定さ
れている

【盲項目】
・主体的かつ安全に周囲の探索ができる環境が提供される機会や場所がある
・聴覚・触覚・運動感覚等による環境把握が養われる活動場面が設定されている

E-31

子どもの環境は、障
害に応じた整備がさ
れており、また必要
な道具が準備されて
いる

【盲項目】
・通路（特にトイレまで）に点字ブ
ロックを配置して、適切に使えてい
る。他の利用者へも十分周知する
・椅子やテーブル、柱の角は丸くす
る
・聴覚で時間経過がわかる環境的配
慮（トーキングウォッチ等）がなさ
れている

【盲項目】
・通路（特にトイレまで）に点字ブロックを配置する、椅子やテーブル、柱の角を丸くする等
して、環境の配慮がされている。または、そこにどのような障害物があるか、子どもが把握で
きるよう支援がされている
・聴覚で時間経過がわかる環境的配慮（トーキングウォッチ等）がなされている
・本人の興味、関心、発達段階に合わせて、様々な種類の音の鳴るおもちゃや視覚、触覚など
感覚的に楽しめるおもちゃ（光る・動くなど）で楽しく遊ぶことができるように配慮されてい
る
・簡単な手話の表示や指文字の表を掲示している

E-32

E-32事業所は、それ
ぞれの活動エリアと
活動の流れが子ども
にとってわかりやす
いように明瞭かされ
た支援環境となって
いる

着眼点：
【盲項目】
・本人の不安を軽減するよう、全職
員が配慮する（個々の活動、一日、
一週間の見通しを伝えることを含
む）
【ろう項目】
・本人の不安を軽減するよう、全職
員が配慮する（個々の活動、一日、
一週間の見通しをカレンダーやスケ
ジュールボードなどで視覚的に伝え

着眼点：
【盲項目】
・本人の不安を軽減するよう、全職員が配慮する（個々の活動、一日、一週間の見通しを伝え
ることを含む）
【ろう項目】
・本人の不安を軽減するよう、全職員が配慮する（個々の活動、一日、一週間の見通しをカレ
ンダーやスケジュールボードなどで視覚的に伝えることを含む）
・部屋の名前が分かるように、写真や絵、文字で表示する
・園内での行動が分かりやすくなるように、写真や絵で表示する

E-33 子ども一人一人は、
過剰な感覚刺激に晒
されないように、環
境上の配慮がされて
いる

【盲項目】
・大きな音は避ける
・様々な音が混じり合わないような
音環境が維持される配慮がある

【盲ろう項目】
・大きな音は避ける
・様々な音が混じり合わないような音環境が維持される配慮がある
【ろう項目】
・カーペットやカーテン、消音壁など利用し、騒音や雑音を減らすための工夫がされている

E-36

子ども一人一人は、
自分が理解できるよ
うに支援内容と方法
についての情報提供
を受けている

着眼点：
【盲項目】
・支援に当たっては、必ず前または
横から呼びかけてから行う。次に足
や手、肩から触れる
・支援の開始時、支援者の交代時に
は、誰が支援するかを名前で知らせ
る
【ろう項目】
・支援に当たっては手話等のサイン
（または肩に触れるなどで）で合図
をしてから行う
・支援を始めるに際して視線を合わ
せる

着眼点：
【盲項目】
・支援に当たっては、必ず前または横から呼びかけてから行う。次に足や手、肩から触れる
・支援の開始時、支援者の交代時には、誰が支援するかを名前で知らせる
【ろう項目】
・支援に当たっては、必ず前から声をかけたり、手話等のサイン（または肩に触れるなどで）
で合図をしてから行う
・活動する前に、視覚的手がかりを使って、活動の内容がわかるように伝えている（写真や絵
で表示してあるプリントの配布、絵カードでの説明、実演等）
・子どもが職員の口元を見られるようにする
【盲ろう共通項目】
・関係機関と平等な関係を築けている
・平行通園先等関係機関と統一された支援方法が、個別支援計画に記載されている

追加項
目

地震や家事などの緊
急時を視覚的に知ら
せる工夫（回転灯な
ど）がある

【ろう項目】
・回転灯や、画面モニターを部屋に設置し、非常時にいっせいに視覚的に知らせる工夫等行わ
れている
・火事や地震などの状況が分かるような視覚的情報（絵カードや紙芝居）を使って、日常的に
避難訓練を行なっている

A-22

事業者は、定期的に
支援者を対象とした
内部研修を実施し、
OJTを含んでいる
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表４．入所項目の追加提案 

  

 評価項目 現在の着眼点 修正の提案 
＊加筆箇所は下線部分 

C-10 子 ど も 一 人 一 人
は、日常生活での
自立と適応状況が
評価され、また自
立と適応を促すた
めの支援を受けて
いる 

着眼点： 
・日常生活の自立と適応状況を評
価するための方法を知っているか
どうか 
・評価しているかどうか 
・自立と適応を促すための支援が
計画されているか 
 

着眼点： 
・子どもが生活基本技術を体験
し、学べるよう配慮されている 
・日常生活の自立と適応状況を
評価するための方法を知ってい
るかどうか 
・評価しているかどうか 
・自立と適応を促すための支援
が計画されているか 

C-18 【入所項目】子ど゙
も一人一人は、生
活を豊かにするこ
とを目的とした多
様な活動体  
験をしている 
 

着眼点: 
通常の重症児者はもちろん、気管
切開や人工呼吸器を装着していて
も，可能な範囲で゙積極 的な活動体
験をしているか? 
 

着眼点:  
通常の重症児者はもちろん、気
管切開や人工呼吸器を装着して
いても，可能な範囲で゙積極 的な
活動体験をしているか? 
・家庭のようにくつろげる空間
や時間がある 

C-20 【入所項目】子ど
もは、家族に会う
機会や入所施設以
外の友人と遊ぶ機
会が提供されてい
る 

着眼点： 
・家族に会う機会や入所施設以外
の友人と遊ぶ機会の提供の有無 

着眼点： 
・家族に会う機会や入所施設以
外の友人と遊ぶ機会の提供の有
無 
・一般社会との適度な関わり合
いが設定されている 

 
E-36 子 ど も 一 人 一 人

は、自分が理解で
きるように支援内
容と方法について
の情報提供を受け
ている 
 

着眼点： 
・子どもへの支援に関するインフ
ォームドコンセントがされている
かどうか 
・支援の際に、言葉、文字、写
真、絵、ジェスチャーサイン、実
物などを利用し、情報を理解でき
るように工夫されているか 
・補聴器やメモ用紙、メガネ、拡
大鏡、点字本等、必要な道具を使
用できる環境があるか 
・全体的に話したことを個別に伝
えたり、静かな場所で伝えたり、
理解しやすい工夫をしているか 
 

着眼点： 
・子どもへの支援に関するイン
フォームドコンセントがされて
いるかどうか 
・支援の際に、言葉、文字、写
真、絵、ジェスチャーサイン、
実物などを利用し、情報を理解
できるように工夫されているか 
・補聴器やメモ用紙、メガネ、
拡大鏡、点字本等、必要な道具
を使用できる環境があるか 
・全体的に話したことを個別に
伝えたり、静かな場所で伝えた
り、理解しやすい工夫をしてい
るか 
・事業所内で、生活支援を見える
化しようと試みている 
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Ｅ. 研究発表 

1.  論文発表 なし  

2.  学会発表 なし 

 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 （予定を含む。） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録  なし 

3.その他  なし 
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